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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
八
号

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
（
以
下
「
支

援
法
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
住
所
及
び
支
援
業
務
を
行
う
事
務
所
の

所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

支
援
法
人
の
名
称
及
び

変
更
後
の
住
所

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
ハ
ウ
ジ
ン
グ
社

多
摩
市
関
戸
三
丁
目
十
八
番
地
三

二

支
援
業
務
を
行
う
事
務

所
の
変
更
後
の
所
在
地

多
摩
市
関
戸
三
丁
目
十
八
番
地
三

三

変
更
の
年
月
日

令
和
四
年
三
月
三
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、

同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一

年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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令和4年4月25日（月曜日）東 京 都 公 報（第17564号） ８
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
七
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定

し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行

規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
二
十

三
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
七
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

法
第
五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害

者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

京
王
聖
蹟
桜
ヶ
丘
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー

二

店
舗
所
在
地

多
摩
市
関
戸
一
丁
目
十
番
地
一
ほ
か

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
三
十
四
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
三
十
六
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

株
式
会
社
京
王
ア
ー
ト
マ
ン
ほ
か
十
三

名

称

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

中
央
区
銀
座
一
丁
目
四
番
五
号
（
株
式

会
社
ノ
ー
リ
ー
ズ
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
二
十
七
番
八
号

（
株
式
会
社
ノ
ー
リ
ー
ズ
）
ほ
か

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

小
澤

孝
雄
（
株
式
会
社
京
王
ア
ー
ト

マ
ン
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

反
町

哲
也
（
株
式
会
社
京
王
ア
ー
ト

マ
ン
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
三
年
十
二
月
三
十
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

京
王
多
摩
セ
ン
タ
ー
駅
高
架
下
店
舗

二

店
舗
所
在
地

多
摩
市
落
合
一
丁
目
十
番
地
一

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
三
名

六

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

多
摩
市
唐
木
田
一
丁
目
一
番
七
号
三
百

十
二
号
（
三
和
物
産
合
同
会
社
）

七

変
更
後
の
小
売
業
者

多
摩
市
鶴
牧
三
丁
目
五
番
の
二
ジ
オ
多
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の
住
所

摩
セ
ン
タ
ー
千
四
百
二
（
三
和
物
産
合

同
会
社
）

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

川
瀬

明
伸
（
株
式
会
社
京
王
ス
ト

ア
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

山
岸

真
也
（
株
式
会
社
京
王
ス
ト

ア
）
ほ
か

十

変
更
日

令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

鶴
川
台
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

二

店
舗
所
在
地

町
田
市
真
光
寺
一
丁
目
二
十
五
番
一
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
八
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

安
達

勝

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

小
林

昭
次

七

変
更
日

令
和
三
年
十
月
一
日

八

届
出
日

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

キ
ラ
リ
ナ
京
王
吉
祥
寺

二

店
舗
所
在
地

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
南
町
二
丁
目
一
番
二

十
五
号

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
四
十
五
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
三
十
九
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
十
四
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

渋
谷
区
渋
谷
一
丁
目
二
番
五
号
（
株
式

会
社
マ
ッ
シ
ュ
ス
タ
イ
ル
ラ
ボ
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

千
代
田
区
麴
町
五
丁
目
七
番
地
一
（
株

式
会
社
マ
ッ
シ
ュ
ス
タ
イ
ル
ラ
ボ
）
ほ

か

十

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

川
瀬

明
伸
（
株
式
会
社
京
王
ス
ト

ア
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

山
岸

真
也
（
株
式
会
社
京
王
ス
ト

ア
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
三
年
九
月
十
六
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

品
川
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

二

店
舗
所
在
地

港
区
高
輪
四
丁
目
十
番
三
十
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

四

設
置
者
住
所

豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ス
ピ
ン
グ
ル
カ
ン
パ
ニ
ー
ほ

か
十
八
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ス
ピ
ン
グ
ル
カ
ン
パ
ニ
ー
ほ

か
十
六
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
三
香
堂
ほ
か
一
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

台
東
区
谷
中
三
丁
目
一
番
五
号
（
株
式

会
社
三
香
堂
）

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

台
東
区
上
野
五
丁
目
九
番
六
号
（
株
式

会
社
三
香
堂
）

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

倉
光

哲
（
株
式
会
社
フ
ミ
ヤ
ス
ポ
ー

ツ
）

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

倉
光

美
也
子
（
株
式
会
社
フ
ミ
ヤ
ス

ポ
ー
ツ
）

十
二

変
更
日

令
和
四
年
一
月
三
十
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
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十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
廃
止
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

鶴
川
団
地
７－

２
号
棟
、
７－

３
号
棟
、

７－

４
号
棟

二

店
舗
所
在
地

町
田
市
鶴
川
六
丁
目
七
番
地
二
ほ
か

三

設
置
者
名

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
賃

貸
住
宅
本
部

四

店
舗
面
積
の
合
計

が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
と
な
る
日

令
和
三
年
六
月
七
日

都
市
計
画
河
川
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

秋
多
都
市
計
画
河

川
事
業
第
一
号
平

井
川

あ
き
る
野
市
菅
生
字

尾
崎
並
び
に
西
多
摩

郡
日
の
出
町
大
字
平

井
字
三
吉
野
下
平
井

及
び
字
谷
ノ
入
地
内

令
和
四
年

四
月
一
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
百
六

十
六
号

西
多
摩

建
設
事

務
所
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